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介護サービス・介護予防サービス

居宅サービス



65 歳を過ぎたあなたに…

介 護 予 防介 護 予 防 に取り組みましょう

「介護予防に取り組みましょう（介護予防手帳）」
を作成しました。

　介護予防とは、『介護が必要な状態になることをできる限り予防し、自立した自分らしい生活を送り
続けるための取組』です。介護予防に、より一層関心を寄せていただき、ご自身でできることは、で
きる限りご自身で行うことを心掛けましょう。
　そして、今あなたが大事にしているご家族や友人等との関係を大切にしつつ、地域での役割や趣味、
楽しみを続けていけるように気力や体力の維持を目標に生活してみましょう。 

～いつまでも自分らしく ! あなたの元気と自立を応援します～

介護予防の鍵は、P34 へ！

詳細はこちら→

今日からはじめる介護予防 ! 
早めの対策や日々の心掛けで、
健康寿命を延ばしましょう。 

※各地域包括支援センター、（裏表紙参照）高齢者支援課で配布しています。 
※富士市のウェブサイトからのダウンロードもできます。 
　トップページ  〉健康・福祉・子育て  〉介護予防・フレイル予防



ケアマネジャー（介護支援専門員）は、要支援者・要介護
者やその家族などからの相談に応じ、介護を必要とする方
がその心身の状況等に応じた適切なサービスを利用できる
ようケアプランを作成したり、市やサービス事業者等との
連絡調整などを行います。特定の業務に従事した後、試験
に合格して、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必
要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとし
て介護支援専門員証の交付を受けています。
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市のウェブサイト
・医療保険の資格情報がわかるもの

・主治医氏名がわかるもの

連絡して

記入してください。

とき

伝えて

お願いします。

伝えて
伝えて

巻末裏参照）

手術の前後や発熱などで体調が悪い時や、入院や退院、旅行等による外泊直後で生活環境が
変わった時には 1 週間程度経過した後に調査をします。調査日時が決まっている場合は日
を改めますので早めに連絡してください。
また、調査だからといって緊張せず、普段の状態で受けてください。

【１. 要介護認定の相談・申請について】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【２. 認定調査・主治医意見書について】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ため

相談して

相談して

（福祉指導室）・☎55-2766    ☎55-2767（介護保険課）

運営

【３. 審査・判定について】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【４. 認定結果について】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【５. サービス利用までの流れ】  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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FAX：51-0321 FAX：55-2920



永田町1-100
（富士市役所4階北側  高齢者支援課内）

増川新町12-1
（UCC工場北側）

比奈1481-2
（吉永第一小学校東隣）

一色 218-10
（茶の木平バス停前）
久沢 475-1
（国道139号線 清水銀行鷹岡支店東側）
国久保1-11-36
（ひまわりバス石坂口下車  東側30m先）

本市場新田24-5
（荒井整形外科医院より20m北側）

横割本町2-17
（JR富士駅南口  ロータリー出口）

岩淵137-1

55-2951

39-1300

39-2700

23-0303

30-7062

30-8324

66-0115

65-8839

81-4820（富士川まちづくりセンター分館）




